
○近江八幡市コミュニティセンター管理運営規則 

平成２２年３月２１日 

規則第２８号 

改正 平成２４年４月１日規則第１９号 

平成２４年９月２８日規則第４１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、近江八幡市コミュニティセンター条例（平成２２年近江八幡市

条例第３６号。以下「条例」という。）第１３条の規定に基づき、近江八幡市コミ

ュニティセンター（以下「センター」という。）の管理運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（職員） 

第２条 センターにセンター長を置き、その他必要な職員を置くことができる。 

２ 特別職によるセンター長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 市長は、特別の事情があると認めたときは、センター長の任期中でも、これを解

任することができる。 

（職員の職務） 

第３条 センター長は、上司の命を受けてセンター業務を掌理し、所属職員を指揮監

督する。 

２ その他職員は、センター長の命を受けて担当業務に従事する。 

（専決） 

第４条 センター長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。 

（１） 施設の管理運営に関すること。 

（２） 施設等の使用許可に関すること。 

（３） 使用料の徴収及び減免に関すること。 

（４） 軽易な調査、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。 

（５） 物品材料の購入及び見積書の受理・検収に関すること。 

（６） 職員の市内出張命令に関すること。 

（職員の勤務時間） 



第５条 職員の勤務時間は、近江八幡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成

２２年近江八幡市規則第３８号）の定めるところによる。 

（使用の申込み） 

第６条 条例第６条の規定によりセンターを使用しようとする者（以下「申請者」と

いう。）は、近江八幡市コミュニティセンター使用許可申請書（別記様式第１号。

以下「使用許可申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に定める使用許可申請書の受付期間は、使用日の属する月の１月前の初日か

ら使用日の前日までとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、センター長は、市長の承認を得て使用許可申請書の受

付期間を変更することができる。 

（使用の許可等） 

第７条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、これを許可

したものについては、近江八幡市コミュニティセンター使用許可書（別記様式第２

号。以下「使用許可書」という。）を申請者に交付するものとする。 

２ 使用許可書の交付を受けた者（以下「使用者」という。）は、条例に定める使用

料を、別に定める納付書により納付しなければならない。 

（使用の取消し及び変更の手続） 

第８条 使用者が、センターの使用を取り消し、又は使用時間若しくは使用内容を変

更しようとするときは、取消しの場合は直ちに、変更の場合は使用日３日前までに、

近江八幡市コミュニティセンター使用取消・変更許可申請書（別記様式第３号）に、

既に交付した使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、これを許可した

ものについては、近江八幡市コミュニティセンター使用取消・変更許可書（別記様

式第４号）を交付する。この場合において、使用者は、使用時間又は使用内容の変

更を許可されたことにより、既納の使用料に不足を生じたときは、当該不足分を、

直ちに納付しなければならない。 

（使用許可の取消し等） 

第９条 条例第７条の規定により、使用許可を取り消し、又はその使用を中止させ、



若しくは変更させる場合には、近江八幡市コミュニティセンター使用許可取消・中

止・変更通知書（別記様式第５号）により、直ちにその旨を通知するものとする。

ただし、緊急の場合は、この限りでない。 

（使用料の減免） 

第１０条 条例第８条第２項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第６

条の規定による使用許可申請書とあわせ近江八幡市コミュニティセンター使用料減

免申請書（別記様式第６号）に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

ただし、次に規定する登録団体及び第１２条に規定する特定団体は、この限りでな

い。 

２ 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、減免の決定につ

いて近江八幡市コミュニティセンター使用料減免決定通知書（別記様式第７号）に

より通知するものとする。 

３ 使用料の減免の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 市の行政機関、附属機関及び行政目的達成のため設置されたと認められる

機関・外郭団体が使用する場合 基本使用料の１００分の１００に相当する額 

（２） 第１２条の規定に基づき指定された特定団体が使用する場合 基本使用料

の１００分の１００に相当する額 

（３） 第１１条の規定に基づき登録された団体が使用する場合 基本使用料の１

００分の５０に相当する額 

（４） 市が共催する行事等のために使用する場合 基本使用料の１００分の５０

に相当する額 

（平２４規則４１・一部改正） 

（登録団体） 

第１１条 センター関係団体は、使用料の減免措置を受けようとする場合は、近江八

幡市コミュニティセンター関係団体登録申請書（別記様式第８号）及び誓約書（別

記様式第９号）を市長に提出して登録を申請することができる。 

２ 市長は、前項に規定する申請のあった団体について、登録を受ける対象となる団

体の構成員が、次の各号のいずれにも該当していないことを代表者に誓約させた上



で登録の可否を決定するものとする。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

（２） 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。） 

（３） 自己、自団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

（４） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、

直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者 

（５） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（６） 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利

用するなどしている者 

３ 前項の決定により登録された団体（以下「登録団体」という。）に係る登録の有

効期限は、登録決定された日の属する年度及び翌年度までの２年とする。ただし、

翌年度において登録決定された団体は、登録決定された当該年度限りとする。 

４ 登録団体は、第１項の申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに市長に

届け出なければならない。 

５ 市長は、登録団体がその趣旨に適合しなくなったと認めるとき又は登録団体に第

１１条第２項に該当するものが判明した場合は、当該登録を取り消すことができる。 

６ 市長は、前項の規定に基づき登録を取り消した場合は、登録団体及び登録団体の

代表者に対し登録日以降に減免した使用料に相当する額を納付させることができる。 

（平２４規則１９・一部改正） 

（特定団体） 

第１２条 市長は、特にセンターの管理運営に貢献し、又はこれを援助すると認める

団体を特定団体として指定するものとする。 

２ 指定期間は、２年間とする。 

（使用者等の遵守事項） 

第１３条 使用者及び入館者は、センター内において、次の各号に掲げる事項を守ら

なければならない。 



（１） 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしな

いこと。 

（２） 許可された施設、附属設備等以外のものを使用しないこと。 

（３） 許可された使用時間を厳守するとともに、清掃等後始末を行うこと。 

（４） 許可なくして火気を使用しないこと。 

（５） 許可なくして建物等に貼紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。 

（６） 許可なくして物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。 

（７） 定められた場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。 

（８） 前各号に定めるもののほか、センター長が特に指示した事項 

２ センター長は、センターの使用者が前項に定める事項を守らないときは、センタ

ーへの入館を拒否し、又は使用の許可を取り消すことができる。 

（係員の立入り） 

第１４条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、使用している施設に

係員を立ち入らせることができる。 

２ 前項の場合において、使用者は、当該係員の職務上の立入りを拒むことができな

い。 

（事務分掌） 

第１５条 センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。 

（１） 施設の維持管理に関すること。 

（２） 使用許可に関すること。 

（３） センターの利用調整に関すること。 

（４） 調査、統計及び記録に関すること。 

（５） 公印の管守に関すること。 

（６） 文書の取扱いに関すること。 

（７） 備品・資材の供用に関すること。 

（８） 緊急通報に関すること。 

（９） 物品請求、購入等に関すること。 

（１０） 備品及び消耗品の出納並びに保管に関すること。 



（１１） まちづくり協議会その他関係団体との連絡調整に関すること。 

（１２） その他、センターの管理運営に関すること。 

（公印） 

第１６条 センターが使用する公印の名称、用途等は、別表第１のとおりとし、その

ひな型は、別表第２のとおりとする。 

（簿冊） 

第１７条 センターに次の簿冊を備えなければならない。 

（１） センター使用日誌 

（２） センター関係団体機関の役員名簿 

（３） センター関係団体登録台帳 

（４） その他、市長が必要と認める簿冊 

（その他） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、

別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年３月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市コミュニティセンター管

理運営規則（平成２２年近江八幡市規則第 号）の規定に基づきなされた処分、手

続その他行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 第２条の規定にかかわらず、特別職のセンター長の任期は、平成２２年３月２１

日から平成２４年３月３１日までとする。 

付 則（平成２４年規則第１９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２４年規則第４１号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

別表第１（第１６条関係） 



  名称 寸法mm 用途 管守者 

１ 近江八幡市八幡コミュニ

ティセンター長之印 

方２１ 八幡コミュニティセン

ター長名をもって発す

る一般公文書用 

八幡コミュニティセ

ンター長 

２ 近江八幡市島コミュニテ

ィセンター長之印 

方２１ 島コミュニティセンタ

ー長名をもって発する

一般公文書用 

島コミュニティセン

ター長 

３ 近江八幡市沖島コミュニ

ティセンター長之印 

方２１ 沖島コミュニティセン

ター長名をもって発す

る一般公文書用 

沖島コミュニティセ

ンター長 

４ 近江八幡市岡山コミュニ

ティセンター長之印 

方２１ 岡山コミュニティセン

ター長名をもって発す

る一般公文書用 

岡山コミュニティセ

ンター長 

５ 近江八幡市金田コミュニ

ティセンター長之印 

方２１ 金田コミュニティセン

ター長名をもって発す

る一般公文書用 

金田コミュニティセ

ンター長 

６ 近江八幡市桐原コミュニ

ティセンター長之印 

方２１ 桐原コミュニティセン

ター長名をもって発す

る一般公文書用 

桐原コミュニティセ

ンター長 

７ 近江八幡市馬淵コミュニ

ティセンター長之印 

方２１ 馬淵コミュニティセン

ター長名をもって発す

る一般公文書用 

馬淵コミュニティセ

ンター長 

８ 近江八幡市北里コミュニ

ティセンター長之印 

方２１ 北里コミュニティセン

ター長名をもって発す

る一般公文書用 

北里コミュニティセ

ンター長 

９ 近江八幡市武佐コミュニ

ティセンター長之印 

方２１ 武佐コミュニティセン

ター長名をもって発す

武佐コミュニティセ

ンター長 



る一般公文書用 

別表第２ 略 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第６条関係） 

別記様式第２号（第７条関係） 

別記様式第３号（第８条関係） 

別記様式第４号（第８条関係） 

別記様式第５号（第９条関係） 

別記様式第６号（第１０条関係） 

（平２４規則４１・一部改正） 

別記様式第７号（第１０条関係） 

（平２４規則４１・一部改正） 

別記様式第８号（第１１条関係） 

別記様式第９号（第１１条関係） 

（平２４規則１９・追加） 

 


